
　ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト『ロジスティクス管理３級』の記述の一部

に誤りおよび誤解を招く表現がありました。お詫びとともに以下のとおり訂正させてい

ただきます。

訂　　正　　表

版・刷 頁 該当個所 誤 正

初版 9 本文下から３行目 廃棄物の輸送は都道府県
からの許可が必要とな
る。

産業廃棄物の場合は都道
府県、一般廃棄物の場合
は市町村からの認可が必
要となる。

初版 61 本文上から５行目 ～週40時間制・変形労働
制・～

～週40時間制・変形労働
時間制・～

初版 62 図表３－２－５
「第４章」の項

①法定労働時間・変形労
働制・～

①法定労働時間・変形労
働時間制・～

初版 65 図表３－２－８の
項目

政令で要求される措置内
容

政令で要求される措置内
容（運送業の場合）

初版 65 図表３－２－８
「政令で要求され
る措置内容（運送
業の場合）」の上
から４行目～７行
目

50人以上（自動車貨物運
送・港湾運送の場合）ま
たは100人以上（物流業
その他）
２．安全衛生管理者の選
任
統括安全衛生管理者～

50人以上（道路貨物運送・
港湾運送の場合）または
100人以上（その他の運
送業）
２．安全衛生管理者の選
任
総括安全衛生管理者～

初版 73 本文上から７行目 ○自動車（普通・小型・
軽・２輪・大型特殊・小
型特殊）

○自動車（普通・小型・軽・
大型特殊・小型特殊）

第２刷
第３刷

73 本文上から８行目

初版 74 本文上から14行目 車両制限令は、車両制限
令道路法に基づき～

車両制限令は、道路法に
基づき～

初版 75 図表３－２－４
「総質量」の項

20.0ｔ 高速道路および指定道路
は25.0ｔ、その他道路は
20.0ｔ

第２刷
第３刷

75 25.0ｔ

初版 75 図表３－２－14
「重さ」の項目

輸荷重 輪荷重

初版 75 本文下から５行目 〜貨物輸送を事業として
〜

〜貨物自動車運送を事業
として〜



版・刷 頁 該当個所 誤 正

初版～
第３刷

76 図表３－２－15
「貨物利用運送事
業法」の枠内

外国人による国際貨物運
送取扱事業

外国人等による国際貨物
利用運送事業

初版 80 本文上から２行目 ～設備の基準に基づき９
分類され、～

～設備の基準に基づき10
分類され、～

初版 80 本文上から６行目 ～１人を選任し、 ～を倉庫ごとに１人を選
任し、

初版 81 本文下から２行目 ○グリーン物流パート
ナーシップ会議の設置

（2005年４月）

○グリーン物流パート
ナーシップ会議の設置

（2004年12月）
第２刷
第３刷

81 本文下から１行目

初版 83 図表３－２－20の
最下段

～CO2コストも２割程度
削減可能

～CO2、コストも２割程
度削減可能

初版～
第３刷

83 「Key Word」
文章上から１行目

粒径10マイクロメートル
以下の浮遊微粒子。

粒径マイクロメートル単
位の粒子状物質。

初版 84 本文上から１行目 ～NOx・PM法が制定さ
れた。さらに2003年10月、
東京都がPMに対する条
例「環境確保条例（→８
都県市条例へ発展）運行
規制」をスタートした。

～に自動車NOx法、追加
規制として2001年に自動
車NOx法・PM法が制定
された。東京都は2000年
12月に環境確保条例を制
定し（→８都県市条例へ
発展）、さらに2003年10
月にはディーゼル車の運
行制限をスタートした。

第２刷
第３刷

84 本文上から２行目 さらに2003年10月、東京
都がPMに対する条例「環
境確保条例（→８都県市
条例へ発展）運行規制」
をスタートした。

東京都は2000年12月に環
境確保条例を制定し（→
８都県市条例へ発展）、
さらに2003年10月にはデ
ィーゼル車の運行制限を
スタートした。

初版 85 本文上から２行目 （１）物流総合効率化法
（2006年10月１日施行）

（１）物流総合効率化法
（2005年10月１日施行）

初版 86 本文下から３行目 ～流通加工・モーダル化
等を～

～流通加工・モーダルシ
フト化等を～

初版 87 本文上から５行目 冷蔵倉庫（3,000㎡以上） 冷蔵倉庫（3,000㎥以上）

初版 95 本文上から４行目 台湾・高尾港、～ 台湾・高雄港、～

初版
第２刷

97 本文上から９〜10
行目

〜うちスーパー中枢港湾
７港）、〜

〜うちスーパー中枢港湾
指定６港）、〜



版・刷 頁 該当個所 誤 正

初版～
第３刷

157 本文上から２～３
行目

在庫管理システムはWMS
を包含し、適正な在庫を
実現するための～

在庫管理システムは適正
な在庫を実現するための
～

初版 159 図表５－３－１ 標準偏差σ＝18.7 標準偏差σ＝18.4

初版
第２刷

159 図表５－３－１ μ－２σ＝11.4 μ－２σ＝12.0

初版
第２刷

159 図表５－３－１ μ－σ＝30.1 μ－σ＝30.4

初版 159 図表５－３－１ μ＋σ＝67.5 μ＋σ＝67.2

初版 159 図表５－３－１ μ＋２σ＝86.2 μ＋２σ＝85.6

初版 160 本文上から１行目 ～平均値の差の２乗平均
を～

～平均値の差の２乗の総
和を～

初版 160 本文上から３行目 ～18.7になる。 ～18.4になる。

初版
第２刷

160 本文上から６行目 これは、図表５－３－１
のμ＋２σ＝86.2より多
い～

これは、図表５－３－１
のμ＋２σ＝85.6より多
い～

初版 162 本文下から１行目 ～２×18.7×√7＝98.95→
99個となる。

～２×18.4×√7＝97.36→
97個となる。

初版 162 本文上から５～６
行目

～σの標準偏差をもつ～ ～σ√t の標準偏差をもつ
～

初版 164 本文上から２行目
の計算式

〜＋ｃ 〜＋ｃ

初版～
第３刷

165 本文下から１行目 ～１カ月間の在庫の平均
が270個、～

～仮に１カ月間の在庫の
平均が270個とすると、～

初版 167 本文上から３行目 ～在庫品目別の入庫・出
庫頻度に対する～

～在庫品目別の出庫頻度
に対する～

初版 167 本文上から４行目 ～入庫・出庫の頻度の高
い～

～出庫の頻度の高い～

初版 167 本文下から４行目 ～入庫・出庫の頻度が高
い。入庫と出庫作業～

～出庫の頻度が高い。出
庫作業～

初版 167 図表５－４－１ 入庫・出庫頻度 出庫頻度

初版 168 本文上から１行目 ～Ａランク品ほど入庫・
出庫頻度が～

～Ａランク品ほど出庫頻
度が～

初版 168 本文上から４行目 Ｃランク品は入庫・出庫
の～

Ｃランク品は出庫の～

Ｄ
2

Ｄ
Ｒ



版・刷 頁 該当個所 誤 正

初版 168 本文上から６行目 ほとんど入庫・出庫のな
い〜

ほとんど出庫のない〜

初版 168 本文上から８行目 ABC分析は入庫・出庫
頻度だけでなく、～

ABC分析は出庫頻度だ
けでなく、～

初版
第２刷

182 本文上から４〜５
行目

〜その企業の財政状態
（貸借対象表）、〜

〜その企業の財政状態
（貸借対照表）、〜

初版～
第３刷

185 図表６－１－３
「製造業合計」の
「輸送費」の小計

58.99 58.89

「電気機器」の「販
売輸送費」

18.85 28.85

初版 189 図表６－２－２ 車種 質量

初版 189 図表６－２－２ 1,00kg 1,000kg

初版 200 図表６－３－２
「福利厚生費」の項

センターへの通勤用草原
バス

センターへの通勤用送迎
バス

初版
第２刷

200 本文上から４行目 〜その額は源泉徴収表上
の額面〜

〜その額は源泉徴収票上
の額面〜

初版
第２刷

203 本文上から３行目 〜機能別・主体別・変個
別に〜

〜機能別・主体別・変固
別に〜

初版 208 図表６－４－１
「保管コスト」の項

保管費用にかかるコスト 保管管理にかかるコスト

初版 218 本文上から14行目 ～省時間・省行程） ～省時間・省工程）

初版 219 「コラム」本文下
から６行目

～米国におけるTDIとい
う～

～米国におけるTDCCと
いう～

初版
第２刷

239 本文上から８行目 「発注側と受注側の恊働」
で〜

「発注側と受注側の協働」
で〜

※初　版：平成19年11月６日発行

　第２刷：平成21年５月11日発行

　第３刷：平成22年１月15日発行



旧 道路運送法（1951年）

一般区域貨物自動車
運送事業（免許）

一般路線貨物自動車
運送事業（免許）

特定貨物自動車
運送事業（免許）

軽車両等
運送事業（届出）

無償貨物自動車
運送事業（届出）

新 貨物自動車運送事業法（1990年）

一般貨物自動車
運送事業（許可）

特別積合せ
貨物運送

特定貨物自動車
運送事業（許可）

貨物軽自動車
運送事業（届出）

（廃止）

貨
物
自
動
車
運
送
事
業

●（初版）77頁　図表３－２－16　旧法と比較した貨物自動車運送事業法の区分

●（初版〜第３刷）80頁　図表３－２－17　営業倉庫の種類（ 10分類）

倉庫の種類 保管物品の例示

１類～３類倉庫
建物を有し、一般的な貨物を預かるもの
（例：日用雑貨品、米、OA機器等）

冷蔵倉庫
10℃以下で保管することに適した貨物
（例：第８類　冷凍食品、冷凍魚、農畜水産物の生鮮品等）

野積倉庫
柵等で囲まれた土地に、雨水で変質しにくい貨物
（例：第４類鉄鋼等または第５類木材等）

貯蔵槽倉庫
サイロ等の設備での保管に適した貨物
（例：小麦、雑穀など粉状、または液状の物品）

危険品倉庫
消防法・高圧ガス保安法などの規制を受けているもの
（例：石油、ガスなど）

水面倉庫
港湾などの水面を利用して預かるもの
（例：原木など）

トランクルーム
一般消費者の物品の寄託により預かるもの
（例：家財、衣類等）

特別の倉庫 災害の救助、その他公共の福祉を維持するための物品
＊1

＊1

＊2

＊2

※　　　　＊1 は初版のみ、　　　　＊2 は初版〜第３刷の訂正です。
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●（初版）101頁　図表４－１－６　倉庫内業務フロー（流通業の例）

●（初版～第３刷）150頁　図表５－１－２　安全在庫とサービス率の関係

在庫

在
庫
サ
ー
ビ
ス
率

100％

0％

50％

目標
サービス率

基準安全在庫安全在庫＝０

安全在庫がいくら増
えてもサービス率は
100％にならない



●（初版～第３刷）162頁　図表５－３－２　安全在庫の考え方

在庫量

日

a

b

0

過去の出庫実績
平均出庫量＝μ（個/日）
出庫量の標準偏差＝σ  

補充LT＝t（日）

品切れ危険

平均出庫量で
予測される在
庫減少線

安全係数ｋで
想定する最大
出庫量で予想
される在庫減
少数

平均値＝b 
標準偏差＝σ√t
の正規分布

補充LT、t日間の
平均出庫量予測
＝μt（個）

安全在庫＝
ｋσ√t（個）
ｋ：安全係数

 安全係数 k  品切れ危険率

 １ 15.87％

 ２ 2.28％

 ３ 0.13％

※�図表３－２－16、図表３－２－17、図表４－１－６、図表５−１−２、図表５−３−

２とも 部分が訂正個所です。


